
目

次

告

示

○
生
活
保
護
法
に
よ
る
指
定
介
護
機
関
の
居
宅
介
護
事
業
所
の
名
称
及

び
所
在
地
変
更
の
届
出
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
健
康
福
祉

政

策

課
）
…
一

○
生
活
保
護
法
に
よ
る
指
定
介
護
機
関
の
介
護
予
防
・
日
常
生
活
支
援

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地
変
更
の
届
出
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
二

○
生
活
保
護
法
に
よ
る
指
定
介
護
機
関
の
居
宅
介
護
支
援
事
業
所
の
名

称
及
び
所
在
地
変
更
の
届
出
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
二

○
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中

国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
に

よ
る
指
定
介
護
機
関
の
居
宅
介
護
事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地
変
更

の
届
出
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
三

○
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中

国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
に

よ
る
指
定
介
護
機
関
の
介
護
予
防
・
日
常
生
活
支
援
事
業
所
の
名
称

及
び
所
在
地
変
更
の
届
出
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
三

○
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中

国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
に

よ
る
指
定
介
護
機
関
の
居
宅
介
護
支
援
事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

変
更
の
届
出
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
四

○
登
録
販
売
者
試
験
の
施
行
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
医
療
薬
務
課
）
…
四

○
難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
に
よ
る
指
定
医
療
機

関
の
指
定
の
辞
退
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
保
健
衛
生
課
）
…
五

○
難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
に
よ
る
医
療
機
関
の

指
定
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
五

○
介
護
保
険
法
に
よ
る
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
居
宅
サ
ー
ビ
ス

事
業
の
廃
止
の
届
出
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
高
齢
福
祉

保

険

課
）
…
五

○
喀
痰
吸
引
等
業
務
の
登
録
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
六

○
特
定
行
為
業
務
の
登
録
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
六

○
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
障
害
福
祉
課
）
…
六

○
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の

法
律
に
よ
る
自
立
支
援
医
療
機
関
の
指
定
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
七

○
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の

法
律
に
よ
る
指
定
自
立
支
援
医
療
機
関
の
所
在
地
の
変
更
の
届
出
qqq（

同

）
…
七

出
先
機
関

○
土
地
改
良
区
の
管
理
規
程
の
認
可
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
西
北
地
域

県

民

局
）
…
七

○
土
地
改
良
区
の
定
款
変
更
の
認
可
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
上
北
地
域

県

民

局
）
…
八

○
右

同
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
八

正

誤

○
平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
九
日
号
外
第
二
十
九
号
訓
令
中
qqqqqqqqqqqq（
人

事

課
）
…
八

告

示

青
森
県
告
示
第
七
十
七
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
法
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
指
定
介
護
機
関
か
ら
居
宅
介
護
事
業
所
の

名
称
及
び
所
在
地
を
変
更
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
三
第
二
号
の
規
定

に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
元
年
五
月
二
十
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
報
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第
十
一
号

令
和
元
年五

月
二
十
九
日

（
水
曜
日
）



区

分

居
宅
介
護
事
業
者

居
宅
介
護

事
業
の
種

類

居
宅
介
護
事
業
所

変

更

年
月
日

名

称

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

名

称

所

在

地

変
更
前

社
会
福
祉

法
人
北
光

会

南
津
軽
郡
大

鰐
町
大
字
大

鰐
字
萢
頭
九

の
二

訪
問
介
護

大
鰐
温
泉

介
護
セ
ン

タ
ー
あ
ぜ

り
あ

南
津
軽
郡
大

鰐
町
大
字
大

鰐
字
湯
野
川

原
七
の
二

平
成
三〇･一〇･一五

変
更
後

あ
ぜ
り
あ

訪
問
介
護

事
業
所

南
津
軽
郡
大

鰐
町
大
字
大

鰐
字
湯
野
川

原
二
〇
の
一

変
更
前

社
会
福
祉

法
人
伸
康

会

弘
前
市
大
字

独
狐
字
石
田

一
二
一
の
一

〃

ホ
ー
ム
ケ

ア
平
成
の

里

弘
前
市
大
字

石
渡
四
丁
目

一
三
の
七

二六･
八･
一

変
更
後

弘
前
市
大
字

独
狐
字
石
田

一
二
一
の
一

変
更
前

〃

〃

〃

ホ
ー
ム
ケ

ア
平
成
の

里

弘
前
市
大
字

独
狐
字
石
田

一
二
一
の
一

三〇･
五･
一

変
更
後

弘
前
市
大
字

北
園
一
丁
目

二
の
一
九

変
更
前

〃

〃

〃

ホ
ー
ム
ケ

ア
平
成
の

里

弘
前
市
大
字

北
園
一
丁
目

二
の
一
九

三一･
四･
一

変
更
後

ホ
ー
ム
ラ

イ
フ
弘
前

弘
前
市
大
字

桔

野
五
丁

目
一
一
の
一

三
茜
タ
ウ
ン

ハ
ウ
ス
一
〇

一
号
室

青
森
県
告
示
第
七
十
八
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
法
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
指
定
介
護
機
関
か
ら
介
護
予
防
・
日
常
生

活
支
援
事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地
を
変
更
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の

三
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
元
年
五
月
二
十
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

区

分

介
護
予
防
・
日
常
生
活

支

援

事

業

者

介
護
予

防
・
日
常

生
活
支
援

事
業
の
種

類

介
護
予
防
・
日
常
生
活

支

援

事

業

所

変

更

年
月
日

名

称

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

名

称

所

在

地

変
更
前

社
会
福
祉

法
人
北
光

会

南
津
軽
郡
大

鰐
町
大
字
大

鰐
字
萢
頭
九

の
二

訪
問
型

サ
ー
ビ
ス

大
鰐
温
泉

介
護
セ
ン

タ
ー
あ
ぜ

り
あ

南
津
軽
郡
大

鰐
町
大
字
大

鰐
字
湯
野
川

原
七
の
二

平
成
三〇･一〇･一五

変
更
後

あ
ぜ
り
あ

訪
問
介
護

事
業
所

南
津
軽
郡
大

鰐
町
大
字
大

鰐
字
湯
野
川

原
二
〇
の
一

変
更
前

社
会
福
祉

法
人
伸
康

会

弘
前
市
大
字

独
狐
字
石
田

一
二
一
の
一

〃

ホ
ー
ム
ケ

ア
平
成
の

里

弘
前
市
大
字

独
狐
字
石
田

一
二
一
の
一

三〇･
五･
一

変
更
後

弘
前
市
大
字

北
園
一
丁
目

二
の
一
九

変
更
前

〃

〃

〃

ホ
ー
ム
ケ

ア
平
成
の

里

弘
前
市
大
字

北
園
一
丁
目

二
の
一
九

三一･
四･
一

変
更
後

ホ
ー
ム
ラ

イ
フ
弘
前

弘
前
市
大
字

桔

野
五
丁

目
一
一
の
一

三
茜
タ
ウ
ン

ハ
ウ
ス
一
〇

一
号
室

青
森
県
告
示
第
七
十
九
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用
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す
る
同
法
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
指
定
介
護
機
関
か
ら
居
宅
介
護
支
援
事
業

所
の
名
称
及
び
所
在
地
を
変
更
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
三
第
二
号
の

規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
元
年
五
月
二
十
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

区

分

居
宅
介
護
支
援
事
業
者

居
宅
介
護
支
援
事
業
所

変

更

年
月
日

名

称

主
た
る
事
務
所

の
所
在
地

名

称

所

在

地

変
更
前

社
会
福
祉
法

人
伸
康
会

弘
前
市
大
字
独

狐
字
石
田
一
二

一
の
一

ラ
イ
フ
サ

ポ
ー
ト
平
成

の
家

弘
前
市
大
字
独
狐

字
石
田
一
二
一
の

七

平
成
三一･
四･
一

変
更
後

ふ
く
し
の
窓

口
弘
前

弘
前
市
大
字
宮
園

三
丁
目
二
の
五
四

青
森
県
告
示
第
八
十
号

中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配

偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ

の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
。
以
下
「
例
に
よ

る
生
活
保
護
法
」
と
い
う
。
）
第
五
十
四
条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
十
条
の
二

の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
指
定
介
護
機
関
か
ら
居
宅
介
護
事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地
を
変
更

し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
例
に
よ
る
生
活
保
護
法
第
五
十
五
条
の
三
第
二
号
の
規
定
に
よ
り

告
示
す
る
。

令
和
元
年
五
月
二
十
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

区

分

居
宅
介
護
事
業
者

居
宅
介
護

事
業
の
種

類

居
宅
介
護
事
業
所

変

更

年
月
日

名

称

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

名

称

所

在

地

変
更
前

社
会
福
祉

法
人
伸
康

会

弘
前
市
大
字

独
狐
字
石
田

一
二
一
の
一

訪
問
介
護

ホ
ー
ム
ケ

ア
平
成
の

里

弘
前
市
大
字

石
渡
四
丁
目

一
三
の
七

平
成
二六･
八･
一

変
更
後

弘
前
市
大
字

独
狐
字
石
田

一
二
一
の
一

変
更
前

〃

〃

〃

ホ
ー
ム
ケ

ア
平
成
の

里

弘
前
市
大
字

独
狐
字
石
田

一
二
一
の
一

三〇･
五･
一

変
更
後

弘
前
市
大
字

北
園
一
丁
目

二
の
一
九

変
更
前

〃

〃

〃

ホ
ー
ム
ケ

ア
平
成
の

里

弘
前
市
大
字

北
園
一
丁
目

二
の
一
九

三一･
四･
一

変
更
後

ホ
ー
ム
ラ

イ
フ
弘
前

弘
前
市
大
字

桔

野
五
丁

目
一
一
の
一

三
茜
タ
ウ
ン

ハ
ウ
ス
一
〇

一
号
室

青
森
県
告
示
第
八
十
一
号

中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配

偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ

の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
。
以
下
「
例
に
よ

る
生
活
保
護
法
」
と
い
う
。
）
第
五
十
四
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
十
条
の
二

の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
指
定
介
護
機
関
か
ら
介
護
予
防
・
日
常
生
活
支
援
事
業
所
の
名
称
及

び
所
在
地
を
変
更
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
例
に
よ
る
生
活
保
護
法
第
五
十
五
条
の
三
第
二

号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
元
年
五
月
二
十
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾
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区

分

介
護
予
防
・
日
常
生
活

支

援

事

業

者

介
護
予

防
・
日
常

生
活
支
援

事
業
の
種

類

介
護
予
防
・
日
常
生
活

支

援

事

業

所

変

更

年
月
日

名

称

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

名

称

所

在

地

変
更
前

社
会
福
祉

法
人
伸
康

会

弘
前
市
大
字

独
狐
字
石
田

一
二
一
の
一

訪
問
型

サ
ー
ビ
ス

ホ
ー
ム
ケ

ア
平
成
の

里

弘
前
市
大
字

独
狐
字
石
田

一
二
一
の
一

平
成
三〇･
五･
一

変
更
後

弘
前
市
大
字

北
園
一
丁
目

二
の
一
九

変
更
前

〃

〃

〃

ホ
ー
ム
ケ

ア
平
成
の

里

弘
前
市
大
字

北
園
一
丁
目

二
の
一
九

三一･
四･
一

変
更
後

ホ
ー
ム
ラ

イ
フ
弘
前

弘
前
市
大
字

桔

野
五
丁

目
一
一
の
一

三
茜
タ
ウ
ン

ハ
ウ
ス
一
〇

一
号
室

青
森
県
告
示
第
八
十
二
号

中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配

偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ

の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
。
以
下
「
例
に
よ

る
生
活
保
護
法
」
と
い
う
。
）
第
五
十
四
条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
十
条
の
二

の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
指
定
介
護
機
関
か
ら
居
宅
介
護
支
援
事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地
を

変
更
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
例
に
よ
る
生
活
保
護
法
第
五
十
五
条
の
三
第
二
号
の
規
定
に

よ
り
告
示
す
る
。

令
和
元
年
五
月
二
十
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

区

分

居
宅
介
護
支
援
事
業
者

居
宅
介
護
支
援
事
業
所

変

更

年
月
日

名

称

主
た
る
事
務
所

の
所
在
地

名

称

所

在

地

変
更
前

社
会
福
祉
法

人
伸
康
会

弘
前
市
大
字
独

狐
字
石
田
一
二

一
の
一

ラ
イ
フ
サ

ポ
ー
ト
平
成

の
家

弘
前
市
大
字
独
狐

字
石
田
一
二
一
の

七

平
成
三一･
四･
一

変
更
後

ふ
く
し
の
窓

口
弘
前

弘
前
市
大
字
宮
園

三
丁
目
二
の
五
四

青
森
県
告
示
第
八
十
三
号

令
和
元
年
登
録
販
売
者
試
験
を
次
の
と
お
り
施
行
す
る
の
で
、
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、

有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
六
年
厚
生
省
令
第
一
号
）
第

百
五
十
九
条
の
四
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
元
年
五
月
二
十
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

試
験
の
期
日
及
び
場
所

１

期
日

令
和
元
年
八
月
二
十
八
日
（
水
）

２

場
所

青
森
市
大
字
横
内
字
神
田
一
二

青
森
中
央
学
院
大
学

二

受
験
願
書
受
付
期
間

令
和
元
年
六
月
二
十
六
日
（
水
）
か
ら
同
年
七
月
二
日
（
火
）
ま
で
。
た
だ
し
、
郵
送
に
よ
る

場
合
は
、
書
類
が
完
備
さ
れ
て
い
る
も
の
に
限
り
、
同
日
ま
で
の
消
印
の
あ
る
も
の
は
有
効
と
す

る
。

三

受
験
願
書
提
出
先

〒
〇
三
〇
―
八
五
七
〇

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
の
一

青
森
県
健
康
福
祉
部
医
療
薬
務
課
薬
務
指
導
グ
ル
ー
プ

四

そ
の
他

受
験
願
書
用
紙
は
、
県
内
の
各
地
域
県
民
局
地
域
健
康
福
祉
部
保
健
総
室
（
保
健
所
）
及
び
青

森
県
健
康
福
祉
部
医
療
薬
務
課
薬
務
指
導
グ
ル
ー
プ
で
交
付
す
る
。

試
験
に
つ
い
て
不
明
な
点
は
、
青
森
県
健
康
福
祉
部
医
療
薬
務
課
薬
務
指
導
グ
ル
ー
プ
（
電
話
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〇
一
七
―
七
三
四
―
九
二
八
九
）
に
問
い
合
わ
せ
る
こ
と
。

青
森
県
告
示
第
八
十
四
号

難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
五
十
号
）
第
二
十
条
の

規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
医
療
機
関
が
そ
の
指
定
を
辞
退
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
四
条
第
三
号
の

規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
元
年
五
月
二
十
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

名

称

所

在

地

指
定
辞
退

年
月
日

伊
東
内
科
・
小
児
科
ク
リ
ニ
ッ

ク

弘
前
市
大
字
元
長
町
一
六

平
成
三一･
二･二八

あ
い
薬
局
労
災
病
院
前
店

八
戸
市
大
字
白
銀
町
字
南
ケ
丘
一
二
の
二

三一･
三･二〇

か
ま
や
調
剤
薬
局

五
所
川
原
市
字
鎌
谷
町
一
〇
一

三一･
三･三一

も
み
じ
薬
局

八
戸
市
大
字

町
字
ハ
ン
ノ
木
沢
六
の
四

〃

造
道
調
剤
薬
局

青
森
市
岡
造
道
二
丁
目
二
の
二
一

三一･
四･三〇

ワ
カ
バ
薬
局

八
戸
市
大
字
上
徒
士
町
三
の
六

〃

青
森
県
告
示
第
八
十
五
号

難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
五
十
号
）
第
五
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
、
医
療
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
四
条
第
一
号
の
規
定

に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
元
年
五
月
二
十
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

名

称

所

在

地

指

定

年
月
日

調
剤
薬
局
ツ
ル
ハ
ド
ラ
ッ
グ
む
つ

小
川
店

む
つ
市
小
川
町
一
丁
目
一
〇
四
の
一

平
成
三一･
三･
一

医
療
法
人
社
団
伊
東
ク
リ
ニ
ッ
ク

弘
前
市
大
字
元
大
工
町
三
六
の
一

〃

ハ
ー
モ
ニ
ー
ナ
ー
ス
ス
テ
ー
シ
ョ

ン

八
戸
市
青
葉
一
丁
目
一
七
の
七

三一･
四･
一

あ
お
も
り
睡
眠
ク
リ
ニ
ッ
ク

青
森
市
西
大
野
五
丁
目
一
の
四

三一･
四･二〇

造
道
調
剤
薬
局

青
森
市
岡
造
道
二
丁
目
一
の
一
一

令
和
元
･
五･
一

ワ
カ
バ
薬
局

八
戸
市
大
字
町
組
町
一
四
の
六

〃

青
森
県
告
示
第
八
十
六
号

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
七
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指

定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
か
ら
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
廃
止
す
る
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法

第
七
十
八
条
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
元
年
五
月
二
十
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者

居

宅

サ
ー
ビ

ス
の
種

類

居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
を

行

う

事

業

所

廃
止
の

届

出

年
月
日

廃

止

年
月
日

名
称
又
は

氏

名
主
た
る
事
務
所
の

所
在
地
又
は
住
所

名

称

所

在

地

株
式
会
社

ユ
ー

弘
前
市
大
字
原
ケ

平
二
丁
目
五
の
三

五

訪
問
介

護

訪
問
介
護

ス
テ
ー

シ
ョ
ン

ユ
ー

弘
前
市
大
字
原

ケ
平
二
丁
目
五

の
三
五

令
和
元
･
五･
九
令
和
元
･
六･三〇
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青
森
県
告
示
第
八
十
七
号

社
会
福
祉
士
及
び
介
護
福
祉
士
法
（
昭
和
六
十
二
年
法
律
第
三
十
号
）
第
四
十
八
条
の
三
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
喀
痰
吸
引
等
業
務
の
登
録
を
し
た
の
で
、
同
法
第
四
十
八
条
の
八
第

一
号
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
元
年
五
月
二
十
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

登

録

番

号
登

録

年
月
日
氏
名
又
は

名

称
住

所

事

業

所

業
務
開
始

予

定

年
月
日
備

考

名

称
所
在
地

〇二一五〇〇

〇九八

令
和
元
･
五･二一
社
会
福
祉

法
人
秋
葉

会

八
戸
市
大

字
河
原
木

字
八
太
郎

山
三
の
一

三
八

特
別
養
護

老
人
ホ
ー

ム
彩
香
園

ア
ル
テ

リ
ー
ベ

上
北
郡
東

北
町
大
字

大
浦
字
境

ノ
沢
一
二

七

令
和
元
･
五･二一
介
護
老
人

福
祉
施
設

〇二一五〇〇

〇九九

〃

社
会
福
祉

法
人
秋
葉

会

八
戸
市
大

字
河
原
木

字
八
太
郎

山
三
の
一

三
八

特
別
養
護

老
人
ホ
ー

ム
彩
香
園

ア
ル
テ

リ
ー
ベ

上
北
郡
東

北
町
大
字

大
浦
字
境

ノ
沢
一
二

七

〃

短
期
入
所

生
活
介
護

〇二一五〇〇

一〇〇

〃

社
会
福
祉

法
人
秋
葉

会

八
戸
市
大

字
河
原
木

字
八
太
郎

山
三
の
一

三
八

特
別
養
護

老
人
ホ
ー

ム
彩
香
園

ア
ル
テ

リ
ー
ベ

上
北
郡
東

北
町
大
字

大
浦
字
境

ノ
沢
一
二

七

〃

介
護
予
防

短
期
入
所

生
活
介
護

〇二一五〇〇

一〇一

〃

社
会
福
祉

法
人
秋
葉

会

八
戸
市
大

字
河
原
木

字
八
太
郎

山
三
の
一

三
八

彩
香
園
ア

ル
テ
リ
ー

ベ
ヘ
ル

パ
ー
ス

テ
ー
シ
ョ

ン

上
北
郡
東

北
町
大
字

大
浦
字
境

ノ
沢
一
三

二

〃

訪
問
介
護

〇二一五〇〇

一〇二

〃

社
会
福
祉

法
人
拓
心

会

五
所
川
原

市
大
字
水

野
尾
字
懸

樋
二
二
二

の
三

ラ
ポ
ー
ル

五
所
川
原

五
所
川
原

市
大
字
水

野
尾
字
懸

樋
二
一
九

の
一

令
和
元
･
六･
一
住
宅
型
有

料
老
人

ホ
ー
ム

〇二一五〇〇

一〇三

〃

社
会
福
祉

法
人
拓
心

会

五
所
川
原

市
大
字
水

野
尾
字
懸

樋
二
二
二

の
三

ア
ミ
ス
タ

五
所
川
原

五
所
川
原

市
大
字
水

野
尾
字
懸

樋
二
一
八

の
一

〃

住
宅
型
有

料
老
人

ホ
ー
ム

〇二一五〇〇

一〇四

〃

社
会
福
祉

法
人
秋
葉

会

八
戸
市
大

字
河
原
木

字
八
太
郎

山
三
の
一

三
八

コ
レ
ク

テ
ィ
ブ
ハ

ウ
ス
彩
香

園
ア
ル
テ

リ
ー
ベ

上
北
郡
東

北
町
大
字

大
浦
字
境

ノ
沢
一
三

二

令
和
元
･
五･二一
住
宅
型
有

料
老
人

ホ
ー
ム

青
森
県
告
示
第
八
十
八
号

社
会
福
祉
士
及
び
介
護
福
祉
士
法
（
昭
和
六
十
二
年
法
律
第
三
十
号
）
附
則
第
二
十
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
特
定
行
為
業
務
の
登
録
を
し
た
の
で
、
同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す

る
同
法
第
四
十
八
条
の
八
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
元
年
五
月
二
十
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

登

録

番

号
登

録

年
月
日
氏
名
又
は

名

称
住

所

事

業

所

業
務
開
始

予

定

年
月
日
備

考

名

称
所
在
地

〇二一〇〇一

二五二

令
和
元
･
五･二一
社
会
福
祉

法
人
拓
心

会

五
所
川
原

市
大
字
水

野
尾
字
懸

樋
二
二
二

の
三

ア
ミ
ス
タ

五
所
川
原

五
所
川
原

市
大
字
水

野
尾
字
懸

樋
二
一
八

の
一

令
和
元
･
六･
一
住
宅
型
有

料
老
人

ホ
ー
ム

〇二一〇〇一

二五三

〃

社
会
福
祉

法
人
拓
心

会

五
所
川
原

市
大
字
水

野
尾
字
懸

樋
二
二
二

の
三

グ
ル
ー
プ

ホ
ー
ム
わ

ら
び

五
所
川
原

市
大
字
水

野
尾
字
懸

樋
二
二
二

の
五

〃

認
知
症
対

応
型
共
同

生
活
介
護

〇二一〇〇一

二五四

〃

社
会
福
祉

法
人
秋
葉

会

八
戸
市
大

字
河
原
木

字
八
太
郎

山
三
の
一

三
八

コ
レ
ク

テ
ィ
ブ
ハ

ウ
ス
彩
香

園
ア
ル
テ

リ
ー
ベ

上
北
郡
東

北
町
大
字

大
浦
字
境

ノ
沢
一
三

二

令
和
元
･
五･二一
住
宅
型
有

料
老
人

ホ
ー
ム

青
森
県
告
示
第
八
十
九
号

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第

百
二
十
三
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行
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う
者
を
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十
一
条
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
元
年
五
月
二
十
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス

事

業

者

障
害
福
祉

サ
ー
ビ
ス

の
種
類

障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
行
う

事

業

所

指

定

年
月
日

名

称
主
た
る
事
務
所
の

所

在

地

名

称
所

在

地

社
会
福
祉
法

人
伸
康
会

弘
前
市
大
字
独
狐

字
石
田
一
二
一
の

一

居
宅
介
護
ホ
ー
ム
ラ
イ

フ
弘
前

弘
前
市
大
字
桔

野
五
丁
目
一
一
の

一
三
茜
タ
ウ
ン
ハ

ウ
ス
一
〇
一
号

令
和
元
･
七･
一

社
会
福
祉
法

人
伸
康
会

弘
前
市
大
字
独
狐

字
石
田
一
二
一
の

一

重
度
訪
問

介
護

ホ
ー
ム
ラ
イ

フ
弘
前

弘
前
市
大
字
桔

野
五
丁
目
一
一
の

一
三
茜
タ
ウ
ン
ハ

ウ
ス
一
〇
一
号

〃

青
森
県
告
示
第
九
十
号

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第

百
二
十
三
号
）
第
五
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
自
立
支
援
医
療
機
関
（
精
神
通
院
医
療
）
を

次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
六
十
九
条
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
元
年
五
月
二
十
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

名

称

所

在

地

指

定

年
月
日

イ
オ
ン
薬
局
青
森
店

青
森
市
緑
三
丁
目
九
の
二

令
和
元
･
六･
一

ハ
ッ
ピ
ー
調
剤
薬
局
弘
前
城
東

店

弘
前
市
大
字
田
園
三
丁
目
五
の
一
二

〃

一
般
社
団
法
人
青
香
会
弘
前
脳

神
経
外
科
ク
リ
ニ
ッ
ク

弘
前
市
大
字
大
清
水
四
丁
目
八
の
三

〃

青
森
県
告
示
第
九
十
一
号

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第

百
二
十
三
号
）
第
六
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
指
定
自
立
支
援
医
療
機
関
（
精
神
通
院

医
療
）
か
ら
所
在
地
を
変
更
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
六
十
九
条
第
二
号
の
規
定
に

よ
り
公
示
す
る
。

令
和
元
年
五
月
二
十
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

区

分

名

称

所

在

地

変

更

年
月
日

変
更
前

ワ
カ
バ
薬
局

八
戸
市
大
字
上
徒
土
町
三
の
六

令
和
元
･
五･
一

変
更
後

八
戸
市
大
字
町
組
町
一
四
の
六

出

先

機

関

土
地
改
良
区
の
管
理
規
程
の
認
可

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
五
十
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
小
田
川
土
地
改
良
区
の
飯
詰
第
一
頭
首
工
管
理
規
程
を
令
和
元
年
五
月
八
日
認
可
し
た
の
で
、

同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
概
要
を
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

令
和
元
年
五
月
二
十
九
日

西
北
地
域
県
民
局
長

平

野

義

一

管
理
規
程
の
概
要

一

放
流
及
び
取
水
に
関
す
る
事
項

飯
詰
第
一
頭
首
工
管
理
責
任
者
は
、
適
正
水
位
に
よ
り
か
ん
が
い
取
水
を
行
い
、
毎
年
四
月

十
日
か
ら
九
月
一
日
ま
で
の
か
ん
が
い
期
間
に
あ
っ
て
は
、
飯
詰
第
一
頭
首
工
か
ら
受
益
地
に
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必
要
な
か
ん
が
い
用
水
を
放
流
す
る
も
の
と
す
る
。

二

施
設
を
操
作
す
る
た
め
必
要
な
機
械
、
器
具
等
の
点
検
及
び
整
備
に
関
す
る
事
項

飯
詰
第
一
頭
首
工
管
理
責
任
者
は
、
当
該
施
設
を
操
作
す
る
た
め
必
要
な
器
具
及
び
こ
れ
に

必
要
な
設
備
を
常
に
良
好
な
状
態
に
保
つ
た
め
の
点
検
及
び
整
備
を
行
う
。

三

干
ば
つ
、
洪
水
時
そ
の
他
緊
急
事
態
に
お
け
る
措
置
に
関
す
る
事
項

飯
詰
第
一
頭
首
工
管
理
責
任
者
は
、
洪
水
の
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
は
、
洪
水
警
戒
体
制
を
と

り
、
関
係
機
関
と
の
連
絡
及
び
情
報
の
収
集
を
密
接
に
行
い
、
頭
首
工
の
操
作
に
万
全
を
期
す

る
も
の
と
す
る
。
干
ば
つ
時
に
は
、
頭
首
工
の
水
位
及
び
頭
首
工
地
点
に
お
け
る
取
水
状
況
を

理
事
長
に
報
告
し
、
そ
の
指
示
に
よ
り
措
置
す
る
も
の
と
す
る
。

四

そ
の
他
施
設
の
管
理
に
関
し
必
要
な
事
項

飯
詰
第
一
頭
首
工
管
理
責
任
者
は
、
頭
首
工
管
理
日
誌
を
備
え
、
当
該
頭
首
工
の
管
理
に
係

る
事
項
を
記
録
し
、
管
理
日
誌
を
理
事
長
に
提
出
し
、
そ
の
内
容
を
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。土

地
改
良
区
の
定
款
変
更
の
認
可

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
土
場

川
土
地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
を
令
和
元
年
五
月
八
日
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ

り
公
告
す
る
。

令
和
元
年
五
月
二
十
九
日

上
北
地
域
県
民
局
長

楠

美

祥

行

土
地
改
良
区
の
定
款
変
更
の
認
可

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
下
砂

土
路
土
地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
を
令
和
元
年
五
月
十
三
日
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定

に
よ
り
公
告
す
る
。

令
和
元
年
五
月
二
十
九
日

上
北
地
域
県
民
局
長

楠

美

祥

行

正

誤
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行
所
・
発
行
人
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青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(印
刷
所
・
販
売
人
）

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
四
十
四
銭

人

事

課

発
行
年
月
日

発
行
番
号

区

分

番

号

ペ
ー
ジ

段

行

誤

正

平
成
三一･
三･二九

号
外
第
二
九
号

訓
令
甲

第
六
号

五

上

後
ろ
か

ら
一
三

ヘ
か
ら

ハ
か
ら


